
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

な が 坂 
一般社団法人長崎県建築士会長崎支部事務局    

〒850-0032 長崎市興善町４－６－６０１号     TEL (095)826-5514 

E-mail：shikai_nagasaki@ngs1.cncm.ne.jp        FAX(095)826-5535 

 

 

事務局担当の 

徳久です。 

事務局から 
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長崎市立図書館 

市役所へ 旧県庁へ 

長崎支部事務局 

付近図 
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長崎県建築士会からのお知らせ         一般社団法人 長崎県建築士会(TEL095-828-0753)        

(一社)長崎県建築士会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ： 

あけましておめでとうございます 

皆様のご健康とご多幸をお祈り申し

上げます 

本年もどうぞよろしくお願いします 

 

 

 

                                女性部会長 島﨑 由佳  

 明けましておめでとうございます。 

日頃より女性部会の活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

昨年は皆様のご協力のもと、親子木工教室を開催することが出来ました。 

今後も様々な企画を考え、少しでも多くのメンバーに参加していただけるよう取り組んで

まいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

次回は３月１５日（土）にスタジアムシティや長崎駅周辺のまちづくり見学と例会を予定して

います。皆様のご参加をお待ちしております♪ 

 

 

 

 建築レンジャー青年部                  青年部委員長 本郷 真樹 

 新年あけましておめでとうございます。旧年中はＯＢ会員・賛助会員・準会員の皆様の支援と 

ご協力により無事青年部の活動を進めることができ、心より感謝いたします。 

昨年は一級建築士製図試験現場見学会として長崎県立大学の施設見学や景観教室として城山小学校で 

景観に関するワークショップなどを行いました。また、活動の一部には女性部会にも協力していただきました。 

本年も青年部一同、力を合わせて取り組んでいきますので、皆様のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願いいたし

ます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

◆盛土規制法に基づく規制が始まります（開発指導係） 

 長崎市では、盛土等による災害から市民の命を守るため、令和 7 年 5 月 23 日より、盛土規制法に基づく規制を開始します。 

一定規模以上の「盛土・切土」又は「一時的な土石の堆積」に関する工事を行う場合は、事前に長崎市の許可が必要になりま

す。なお、既に工事を行っている場合は 21 日以内に届出が必要になります。 

※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください↓ 

【長崎市ＨＰトップ＞住まい・まちづくり＞都市計画（まちをつくる決まりごと）＞宅地開発・土地取引＞宅地造成及び特定盛土等規

制法の施行】 

長崎市建築指導課からのお知らせ                 問い合わせ先： 095-829-1174・1176 

◆市街化調整区域における宅地分譲等が可能になりました（開発指導係） 

 市街化調整区域における建築規制を一部緩和し、住宅、兼用住宅、共同住宅等の建築が可能になりました。 

※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください↓ 

【長崎市ＨＰトップ＞住まい・まちづくり＞都市計画（まちをつくる決まりごと）＞お知らせ＞長崎市市街化調整区域における住

宅団地開発制度を緩和しました】 

◆長崎市空き家・空き地情報バンクについて（建築安全係） 

長崎市への移住・定住を検討されている市外在住の方、市内での転居を考えられている市民の方に市内に存在する空き

家・空き地の情報を提供し、そこに住んでもらうことで、地域の活性化、空き家の活用促進などを図ることを目的に実施してい

ます。     ※詳しくは長崎市ホームページをご覧ください↓ 

【長崎市ＨＰトップ＞住まい・まちづくり＞住まい(住宅)＞長崎市空き地・空き家バンク＞長崎市空き家・空き地情報バンク】 

 

 
 

 

 

 私の庭 
（女性部会のコーナー）

◇◇建築工事主体の「監理技術者講習」（法定講習）今後の日程のお知らせ◇◇ 

長 崎 会 場  ◎令和７年３月 ４日(火) 長崎県勤労福祉会館（長崎市桜町9-6）       定員20名 
 ※講習会の詳細及び問合せは一般社団法人 長崎県建築士会のＨＰ監理技術者講習でご確認ください 

～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～☆～ 

◇◇令和６年度（2024 年度） 【建築士定期講習】日程のお知らせ◇◇ 

＊建築士事務所に所属する一級/二級/木造建築士のうち、◎令和 3 年度（R3.4.1～R4.3.31）に受講した方、 

 ◎令和 3 年度の建築士試験に合格した方は令和 6 年度中に建築士定期講習を受講する必要があります！！ 

※令和 6年度より 3 年間は（一社）長崎県建築士事務所協会が講習を実施いたします。℡095-826-7010 

●令和 7年  2 月 18 日(火)・定員：50 名 ※受付期間：令和 6年 12 月 20 日(金)～定員になり次第 

●会場：長崎県建設総合会館 ８階（長崎市魚の町 3-33）    ●ＤＶＤ講習  

※講習会の申込等は(公財)建築技術教育普及センター及び（一社）長崎県建築士事務所協会のＨＰでご確認ください。 

 

 

令和７年 新年懇親会のご案内 
☆開催日時：令和 7 年 1 月 31 日（金）18：30～  ☆締切：1 月 21 日(火)  
☆開催場所：中国料理館 会楽園（長崎市新地町 10-6Tel 095-822-4261） ☆会費： 7,000 円 

  

 

１月 30 日(木) 13：30～17：00  「木造の可能性を語る」 木材需要促進セミナーのご案内 
◆場所：佐世保市清水地区コミュニティーセンター  （佐世保市保立町 12-31 ＴＥＬ0956-76-7333） 

＊講演 1 木造の可能性を語る ＊講演 2 ながさ木でつくる木造建築のすすめ  ＊パネルディスカッション 

◆主催：長崎県林政課、（一社）長崎県建築士事務所協会 

         ※詳細およびお申込は（一社）長崎県建築士事務所協会のＨＰをご確認ください。 

これからの催し 

 

１月 23 日(木) 13：30～15：30（受付開始 13：00） 建築士紛争処理委員の養成講座 

「建築士のための住宅紛争処理支援セミナー」のご案内 
●開催会場：長崎県総合福祉センター4 階セミナールーム(長崎市茂里町 3-24) 

●定員：２０名(先着順)   

●申込・お問合せ：(一社)長崎県建築士会 Tel095-828-0753 

 

 

３月 3 日(月) 16：00～ 「盛土規制法」説明会のご案内 
盛土規制法（正式名称：宅地造成及び特定盛土等規制法）の運用開始に向けた説明会（事業者向け）を開催します。 

参加希望の方は、QR コードから県の HP にアクセスして申し込みをお願いします。 

■場 所：県庁１階大会議室 A・B（長崎市尾上町３番１号） ■定 員：１８０名 

■問合せ先：長崎県土木部 盛土対策室 TEL 095-894-3133 
 

CPD2 単位 

 

     新年のご挨拶                             長崎支部 支部長 有馬一郎  

新年を迎えるに当たり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

会員の皆様におかれましては、日頃より会の運営にご協力頂きまして大変感謝もうしあげます。 

さて 2025 年におきましては、昨年に引き続き景観整備機構の活動を継続していきます。 

景観教室の今年の活動はまだ未定ではありますが、引き続き継続してまいります。 

また、3 月には横尾地区公園整備の二つの公園が完成いたします。それに加えてもう二つの公園も、施工を予定してお

ります。引き続き皆様方のご協力をお願いします。 

また、様々な活動も行いますので是非沢山の方の参加をお願い申し上げます。今年も皆様のご協力をお願い致します。

最後に皆様方にとって良い年になりますようお祈り申し上げます。 

景観まちづくり講座を開催します！ 
■開催日時 令和７年 1 月２４日（金）18:00～20:00  ■場所 長崎市役所 2 階 多目的スペース 

■テーマ 斜面都市景観の再生〜尾道空き家再生プロジェクトの取組み〜 

※詳細な内容については、長崎市ホームページでご覧いただけます。 

【申込方法】 

 ①下記 URL または QR コードの長崎市電子申請サービスから申込み 

 https://apply.e-tumo.jp/city-nagasaki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=6147 

  ②参加者氏名、ご連絡先を記入し、郵送、FAX、メール、窓口等で景観推進室へ申込み 

 【申込期限】 令和７年 1 月２２日（水） 

 【お問合せ】 長崎市景観推進室 ☎095-829-1177 FAX095-829-1175 

参加費無料 

 

 ホームページ QR コード 

 

 

 

 

  

 
  令和７年１月から手数料の納付方法が変わります！（長崎県収入証紙は廃止されます） 

証紙販売終了後（令和 7 年 1 月以降）の手数料の納付方法の手数料の納付方法 

  ①振興局支払窓口でのクレジットカード等  ②金融機関、コンビニ等での現金納付 

    ※詳しくは県の出納局会計課のホームページをご確認ください。 

長崎県庁建築課からのお知らせ 

 


